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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転可能に配設されたロッドを備え、掘削用のビットを該ロッドの下部に設けるとともに
、該ビットの上方位置に該ビットから連続して形成された螺旋状の攪拌翼を取り付け、該
攪拌翼の一部に掘削時の土砂を上下に移動可能とする切り欠き部を設け、或いは該切欠き
部に加えて又は代替して単一又は複数の小孔を穿設し、前記ロッドを回転させることによ
って先端のビットにより地盤を掘削するとともに固化材を掘削孔に投入し、前記螺旋状の
攪拌翼の回転に伴って掘削土を攪拌しながら固化材と混練し、且つ該攪拌翼の切り欠き部
及び小孔のうち、双方又はいずか一方から土砂を移動させて上下方向のせん断力を土砂に
加えるようにしてなる構築装置を使用して地盤の改良を行う地盤改良体の構築方法であっ
て、
地盤改良を行う対象地盤を掘進して掘削孔を形成するとともに、該掘削孔の頭部より固化
材を投入しながら前記ビット及び攪拌翼を正転させつつ上下動を反復することによって、
掘削土を攪拌して固化材と混練し、且つ該攪拌翼の切り欠き部から土砂を移動させて上下
方向のせん断力を土砂に加える掘進・攪拌を行う掘進攪拌工程と、
前記掘削孔内において掘削深度まで掘進した後、地盤改良体の先端部まで前記ビット及び
攪拌翼の上下動を繰り返す仕上工程とを具備したことを特徴とする地盤改良体の構築方法
。
【請求項２】
前記仕上工程の終了後、前記ビット及び攪拌翼を正転又は逆転させながら、前記掘削孔か
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ら該ビット及び攪拌翼を引き抜く引き抜き工程を行うことを特徴とする請求項１に記載の
地盤改良体の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は地盤改良体の構築装置及び地盤改良体の構築方法に係わり、特に軟弱地盤の改
良に好適な構築装置及び構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に、軟弱地盤上に建設される建物は杭基礎によって支持され、建築物の軟弱地盤対策
は各種の杭基礎に依存している。しかし、軟弱地盤では、杭の埋設深度が深くなることか
ら建築物の規模が小さい場合には、杭基礎を用いるよりも地盤改良工法を用いた方がコス
ト面で有利な場合もある。
【０００３】
　従来、このような地盤改良工法として、掘削時にセメントミルクなどの固化材を注入し
ながら、攪拌翼によって機械的に土と固化材とを混合し、コラム状の改良体を構築する工
法が知られている。このような工法の一例として、特開２００８－１２７８１２号公報（
特許文献１）記載の発明が公知である。
図７は同文献記載の地盤改良装置の要部を示した図である。同図に示されるように、同公
報記載の発明に係る地盤改良装置は、固化材の吐出口を設けた中空ロッド１００、該中空
ロッド１００とともに回転する掘削翼１０２並びに攪拌翼１０４，１０６、該中空ロッド
１００に対し回転自在に取り付けられた共回り防止翼１０８等を備えている。粘土層など
の粘着力の大きい粘性土を掘削するような場合に、攪拌翼１０４，１０６の回転に伴って
掘削土も回転しようとする。
【０００４】
一方、特許文献１記載の共回り防止翼１０８は、中空ロッド１００に回転自在に取り付け
られていることから、攪拌翼１０４，１０６と一緒に回転することがないとともに、且つ
共回り防止翼１０８は掘進時に地盤に食い込んだ状態となるため、やはり掘削土と同時に
回転することはなく、且つ、共回り防止翼１０８によって掘削土を掘進時に縦方向に分割
し、掘削土の固まりを小さくすることが可能である。その結果、固化材と掘削土とを、よ
り均一に混練・攪拌することを可能ならしめ、地盤改良作業を効率的に行いうるとされて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１２７８１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
前述した特許文献１記載の「地盤改良装置」に関する発明は、確かに、共回り防止翼１０
８を地盤に圧入する際に、掘削土を掘進方向に分割しながら掘り進むため、掘削土をある
程度細かくしながら攪拌作業を行うことが可能である。
しかしながら、粘土層や有機質を多く地盤では、依然として固化材を掘削土に対し、十分
に混練・攪拌することが難しく、分割された掘削土を基礎杭の構成物として用いるには万
全とはいえない。
【０００７】
つまり、掘進時に周囲の地盤を、地盤改良体の構造体の一部として利用する場合は、土砂
を固化材に対し十二分に混練・攪拌することによって地盤改良体となる杭体の強度を確保
することが求められるが、特許文献１記載の地盤改良装置は、地盤中の構成物と固化材と
の混練する場合に、掘進方向に分割することができたとしても、有機質を多量に含む泥炭
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層などの粘性土では、攪拌翼１０４，１０６の回転とともに固まり状の土砂が共回りして
しまい、固化材と均一に混合することが難しいという課題があった。
【０００８】
また、特許文献１記載の「地盤改良装置」の場合、地盤改良体を構成する土砂として不適
な例えば泥炭などの不良土砂を取り除くことができないために、構築される改良体の強度
を十分に確保することが難しく、適用可能な地盤が限定されるという課題があった。
【０００９】
　本発明は、このような諸事情に対処するために提案されたものであって、地盤改良体を
構築するに際し、掘進時に生じる掘削土と、固化材とを十分に混練・攪拌することにより
一定以上の強度を有する杭状又はラップル状の改良体を構築することが可能な地盤改良体
の構築装置、及び構築方法を提供することを目的とする。
　加えて、粘性土などの不良土砂の置換を速やかに行うことが可能な構築装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は、回転可能に配設されたロッドを備え
、掘削用のビットを該ロッドの下部に設けるとともに、該ビットの上方位置に該ビットか
ら連続して形成された螺旋状の攪拌翼を取り付け、該攪拌翼の一部に掘削時の土砂を上下
に移動可能とする切り欠き部を設け、或いは該切欠き部に加えて又は代替して単一又は複
数の小孔を穿設し、前記ロッドを回転させることによって先端のビットにより地盤を掘削
するとともに固化材を掘削孔に投入し、前記螺旋状の攪拌翼の回転に伴って掘削土を攪拌
しながら固化材と混練し、且つ該攪拌翼の切り欠き部及び小孔のうち、双方又はいずか一
方から土砂を移動させて上下方向のせん断力を土砂に加えるようにしてなる構築装置を使
用して地盤の改良を行う地盤改良体の構築方法であって、地盤改良を行う対象地盤を掘進
して掘削孔を形成するとともに、該掘削孔の頭部より固化材を投入しながら前記ビット及
び攪拌翼を正転させつつ上下動を反復することによって、掘削土を攪拌して固化材と混練
し、且つ該攪拌翼の切り欠き部から土砂を移動させて上下方向のせん断力を土砂に加える
掘進・攪拌を行う掘進攪拌工程と、前記掘削孔内において掘削深度まで掘進した後、地盤
改良体の先端部まで前記ビット及び攪拌翼の上下動を繰り返す仕上工程とを具備したこと
を特徴としている。
【００１１】
請求項２記載の発明は、上記１項において、前記仕上工程の終了後、前記ビット及び攪拌
翼を正転又は逆転させながら、前記掘削孔から該ビット及び攪拌翼を引き抜く引き抜き工
程を行うことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
上述のように、各請求項記載の発明によれば、掘削孔内にて、攪拌翼により掘削土を攪拌
しながら固化材と混練し、且つ攪拌翼の切り欠き部から土砂を移動させて上下方向のせん
断力を土砂に加えながら地盤改良体を構築するようにしている。このため、掘削土と固化
材とを十二分に攪拌・混練することが可能となり、地盤改良体を構築するに際し、均一で
一定強度の改良体の構築が可能となる。また、共回り防止翼が不要となり、装置全体の構
造の簡素化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る地盤改良体の構築装置の概略構成を示す斜視図で
ある。
【図２】同じく、本発明の第１の実施形態に係る地盤改良体の構築装置の要部である攪拌
翼を拡大して示す要部斜視図である。
【図３】同じく、本発明の第１の実施形態に係る地盤改良体の構築装置の要部である攪拌
翼の掘削孔内における状態を示す説明図である。
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【図４】同じく、本発明の第１の実施形態に係る地盤改良体の構築装置によりコラム状の
杭基礎を構築する場合の施工手順を示す説明図である。
【図５】同じく、本発明の第１の実施形態に係る地盤改良体の構築装置によりコラム状の
杭基礎を構築する場合の攪拌翼等の作用の概略を示す説明図である。
【図６】同じく、本発明の第１の実施形態に係る地盤改良体の構築装置の要部である攪拌
翼による掘削土の攪拌・混練状況を示す説明図である。
【図７】従来の地盤改良装置の要部を示した図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る地盤改良体の構築装置の好適な実施形態について添付図面を参照し
て説明する。
　図１は本発明の第１の実施形態に係る地盤改良体の構築装置の概略構成を示す斜視図、
図２は本発明の第１の実施形態に係る地盤改良体の構築装置の要部である攪拌翼を拡大し
て示す要部斜視図である。図１に示されるように、地盤改良体の構築装置１０は、バック
ホー１２と、ロッド１４と、ビット１６と、攪拌翼１８等とを備えて構成されている。
【００１７】
　バックホー１２には、ロッド１４を回転駆動する駆動源として油圧モータ或いは電動モ
ータが搭載され、バックホー１２に鉛直に立設されたロッド１４を回転させることができ
るようになっている。なお、本実施形態では、掘削作業を行う建設機械として、バックホ
ー１２を用いているが、これに限らず、建柱車、ラフタークレーン、小型クローラなどの
建設機械を利用することも可能である。
【００１８】
　図２に示されるように、ロッド１４の最下部にはビット１６が設置され、ロッド１４が
回転することによりビット１６が、地盤を掘削するようになっている。
ビット１６の上方のロッド１４には、螺旋状の攪拌翼１８（１８Ａ，１８Ｂ，１８Ｃ・・
）が取り付けられており、攪拌翼１８は、その一部に切り欠き部２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ
が形成されている。また、攪拌翼１８Ｅには小窓状の小孔２１が穿設されている。
【００１９】
図３は掘削孔２２に挿入された攪拌翼１８の状態を示す説明図であり、同図に示されるよ
うに、攪拌翼１８はスパイラル状の翼がロッド１４に取り付けられて形成され、先端のビ
ット１６から螺旋状の２枚の攪拌翼１８Ａ，１８Ｂが連続形成され、掘削ビットを兼用し
た形状となっている。また、ビット１６の上方に３枚の攪拌翼１８Ｃ，１８Ｄ，１８Ｅを
有し、合計５枚の羽根を有している。これらの攪拌翼１８によって掘進するに従い、掘削
土を上方へ導きながら掘り進むことができるようになっている。
【００２０】
また、攪拌翼１８に設けられた切り欠き部２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃは、掘削孔の内部にて
、掘進時に生じる掘削土を切り欠き部２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃから強制的に上方へ移動・
通過させる。これによって掘削土に対し回転力の他、上下方向へのせん断力を作用させ、
回転力とせん断力の双方の相乗効果によって結果的に掘削土を細かく磨りつぶしながら掘
進する。掘削中は、セメントミルクなどの固化材が、図示しないスラリーミキシングプラ
ントから掘削孔２２内に供給され、固化材と掘削土との混練・攪拌を行い、掘削孔２２に
地盤改良体である基礎杭を、掘削作業と併せて構築する。
【００２１】
また、小孔２１からも掘削土や固化材の上方又は下方への通過を促し、切り欠き部２０Ａ
，２０Ｂ，２０Ｃと同様に、せん断力による混練・攪拌を促進することが可能である。な
お、小孔２１は切り欠き部２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃに代替して単一又は複数の小孔２１の
みを攪拌翼１８に設ける場合、単一又は複数の小孔２１を切り欠き部２０Ａ，２０Ｂ，２
０Ｃとともに設ける場合、単一又は複数の小孔２１のみを設ける場合の３通りが考えられ
る。小孔２１のみを設けた場合は、攪拌翼１８の剛性を確保することができる。
【００２２】



(5) JP 4796197 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

次いで、上記のように構成した本実施形態の地盤改良体の構築装置を使用した地盤改良体
の構築方法について説明する。
図４は地盤改良体の構築装置１０によりコラム状の杭基礎を構築する場合の施工手順を示
す説明図、図５は掘削孔２２における攪拌翼１８等の作用の概略を示す説明図、図６は攪
拌翼１８による掘削土の攪拌・混練状況を示す説明図である。
【００２３】
　本実施形態の地盤改良体の構築装置１０による地盤改良体の構築方法は、基本的に、排
土工程、スラリー吐出・掘進・上下反復攪拌工程（以下、「掘進攪拌工程」と略す。）、
仕上工程、引上げ工程、改良体頭部処理工程の５段階から構成される。
【００２４】
　図４並びに図５の説明図は横軸を時間、縦軸を掘削時の深度を表示している。図４に示
されるように、排土工程（先行堀り）では構築しようとする地盤に対し、その表土を取り
除き、地盤改良体の計画高さまでビット１６並びに攪拌翼１８によって掘削し、攪拌翼１
８によって土砂を取り除く。そして、芯出しを行ってロッド１４の角度を調整した後、掘
進攪拌工程に移行する。
【００２５】
なお、掘進攪拌工程の前に、地盤改良体が支持される所定の深度まで試験堀を行い、地層
の状態を確認する試験堀工程を付加することもある。この場合は、例えば途中の地盤に泥
炭層などの有機物、粘性土などを含む不良地盤が発見された際は、構築装置１０のスパイ
ラル（螺旋）状の攪拌翼１８に土砂を引っ掛けるようにして持ち上げ、不良土砂を取り除
いた後に、次工程である掘進攪拌工程に移行する。セメントミルクとの水和反応を阻害す
る不良土砂などを取り除くことによって、一様且つ均一な材質の地盤改良体を構築するこ
とが可能となる。
【００２６】
掘進攪拌工程では、掘削孔２２の頭部より、別途設置されているスラリーミキシングプラ
ントから、固化材であるセメントミルクを投入しながら行う。セメントミルクは、掘進攪
拌工程の進捗状況に併せて規定量を随時補給しながら投入していく。
掘進攪拌工程中、掘削孔２２内はセメントミルクで満たされた状態が維持され、従来のビ
ット先端から吐出する場合と比較し、掘削孔２２内を粘性の低いセメントミルクが常時満
たされた状態に保持することが可能となる。これにより、攪拌翼１８による土砂とセメン
トミルクとの攪拌効率の向上を図ることができる。
【００２７】
　掘進攪拌工程では、図４に示されるように、ロッド１４を正転（時計回り）させながら
、１ｍ毎の上下攪拌・掘進を標準とし、上下動を数回繰り返しながら、掘削孔２２内にて
、掘削土と固化材とを混合・攪拌する。本工程では３回の上下攪拌を繰り返し、回転力と
せん断力の双方の相乗効果によって結果的に掘削土を細かく磨りつぶしながら掘進する。
具体的には、図６（ａ）に示されるように、ロッド１４を下降させる掘削時には、掘削土
を攪拌翼１８により上方へ移動させるとともに、その切り欠き部２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ
によって掘削土にせん断力を付加することによって細かくする。
【００２８】
そして、図６（ｂ）に示されるように、混練作業時のロッド１４を上昇させた際はセメン
トミルク（固化材）と掘削土とを混合せん断しながら下端部まで落下させるとともに、図
６（ｃ）に示されるようにロッド１４を下降させる際は、セメントミルクと掘削土とを混
合せん断しながら掘削孔２２内にて上昇させる。要するに、掘削孔２２内において、上下
反復を３回ずつ繰り返しながら攪拌混合を繰り返すことによって、掘削土と固化材との混
練を十分に行い、砂や粘土を十分に混ぜ込んだ均一且つ一様な地盤改良体を構築するよう
にしている。
なお、上下反復回数は３回に限られず、地盤の状況などに応じて適宜変更可能である。ま
た、固化材であるセメントミルクの水セメント比（Ｗ／Ｃ）は原則として、６０％～１０
０％の範囲としている。
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【００２９】
本実施形態の改良装置１０では、掘削孔２２内部の状態を作業者が目視確認し、固化材と
掘削土との混合・攪拌状況を把握しながら施工することができるため、混合・攪拌が不十
分となることを未然に防止することが可能となる。具体的な基準としては、改良体スラリ
ーに、ほぼ５ｃｍ以上の塊がないことを目視確認する。これによって構築された改良体の
状況につき、検査治具等による確認が不要となり、作業手間の削減を図ることができる。
【００３０】
地盤改良体の施工に際しての管理項目は、掘削深度並びに固化材の積算流量（総吐出量）
、羽根切り回数である。これらのうち、羽根切り回数（R）は以下の計算式により算出さ
れる。
R＝N×n÷L　～（１）
N:ロッドの総回転数（回転数×攪拌時間）
n：羽根枚数
L：改良長さ
【００３１】
前述したように、本実施形態では攪拌翼１８は翼の羽根枚数(n)は合計５枚、当社施工基
準である１ｍあたりの羽根切り回数（R）を３５０回とした場合の上記計算式（１）によ
る攪拌時間、回転数の一例を以下に示す。
　　攪拌時間＝羽根切り回数（R）３５０÷５枚＝７０（回転／分）
　　回転数＝３０（回転／分）
【００３２】
仕上げ工程では、図５及び図６に示されるように、Ｇレベルから改良体先端部までの上下
反復を繰り返した後、引上げ工程に移行する。
引上げ工程では、ロッド１４の引き上げ速度２（ｍ／分）、正転又は逆転させながら、掘
削孔２２から引き抜く。そして、改良体頭部処理工程によって改良体の頭部高さを概ねプ
ラスマイナス２０ｍｍ程度となるように調整し、一連の構築作業が終了する。
【００３３】
以上説明したように、本実施形態の地盤改良体の構築装置１０によれば、従来の改良装置
で必要であった共回り防止翼が不要となり、装置全体の構造の簡素化を図ることが可能と
なった。また、掘進時に生じる掘削土と、固化材とを十分に混練・攪拌することが可能と
なり、一定以上の強度を有し、且つ均一・一様な地盤改良体を構築することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
以上説明したように、本発明によれば、掘削孔内にて、螺旋状の攪拌翼によって掘削土を
攪拌しながら固化材と混練し、且つ攪拌翼の切り欠き部から土砂を移動させて上下方向の
せん断力を土砂に加えるようにしている。このため、掘削土と固化材とを十二分に攪拌・
混練することが可能となり、地盤改良体を構築するに際し、均一で一定強度の改良体の構
築が可能である。
【符号の説明】
【００３５】
　　　　　１０　地盤改良体の構築装置
　　　　　１２　バックホー
　　　　　１４　ロッド
　　　　　１６　ビット
　　　　　１８　１８Ａ　１８Ｂ　１８Ｃ　１８Ｄ　１８Ｅ　攪拌翼
　　　　　２０Ａ　２０Ｂ　２０Ｃ　切り欠き部
　　　　　２１　小孔
　　　　　２２　掘削孔
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